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貸出金残高［期末残高］ ［単位：百万円、％］

種　　類

平成21年3月期 平成22年3月期

残　高
（構成比）

残　高
（構成比）国内業務部門 国際業務部門 国内業務部門 国際業務部門

割 引 手 形  4,705  （ 1.0） 4,705 — 4,383  （ 1.0） 4,383 —
手 形 貸 付 48,860  （ 10.6） 48,860 — 47,516  （ 10.5） 47,516 —
証 書 貸 付 374,659  （  81.6） 374,659 — 370,901  （  81.9） 370,901 —
当 座 貸 越 31,063  （ 6.8） 31,063 — 29,743  （ 6.6） 29,743 —
合 計 459,288  （100.0） 459,288 — 452,545  （100.0） 452,545 —

貸出金残高［平均残高］ ［単位：百万円、％］

種　　類

平成21年3月期 平成22年3月期

残　高
（構成比）

残　高
（構成比）国内業務部門 国際業務部門 国内業務部門 国際業務部門

割 引 手 形  5,157  （ 1.2） 5,157 — 3,949  （ 0.9） 3,949 —
手 形 貸 付 48,108  （  10.7） 48,108 — 45,413  （  10.1） 45,413 —
証 書 貸 付 365,109  （  81.6） 365,109 — 370,469  （  82.5） 370,469 —
当 座 貸 越 29,190  （ 6.5） 29,190 — 29,189  （ 6.5） 29,189 —
合 計 447,566  （100.0） 447,566 — 449,022  （100.0） 449,022 —

（注）国際業務部門の国内店外貨建取引の平均残高は、月次カレント方式により算出しております。

貸出金の残存期間別残高
［単位：百万円］

種　　類
平成21年3月期 平成22年3月期

1年以下 1年超
3年以下

3年超
5年以下

5年超
7年以下 7年超 期間の定め

のないもの 合　計 1年以下 1年超
3年以下

3年超
5年以下

5年超
7年以下 7年超 期間の定め

のないもの 合　計

貸 出 金 109,744 86,603 75,862 37,394 106,045 43,636 459,288 103,102 101,507 61,412 37,231 105,159 44,132 452,545

う ち 変 動 金 利 48,967 41,546 18,392 46,855 26,568 51,005 31,602 18,119 46,294 26,663

う ち 固 定 金 利 37,636 34,315 19,001 59,190 17,068 50,502 29,809 19,111 58,865 17,469

貸出金業種別内訳 ［単位：百万円、％］

業　　種　　別
平成20年3月期 平成21年3月期

業　　種　　別
平成22年3月期

残　高 構成比 残　高 構成比 残　高 構成比

製 造 業 39,706 8.9 49,080 10.7 製 造 業 47,900 10.6

農 業 ・ 林 業 ・ 漁 業 ・ 鉱 業 3,775 0.8 4,332 0.9 農 業 、 林 業 2,879 0.6

建 設 業 44,585 10.0 41,736 9.1 漁 業 649 0.1

電気・ガス・熱供給・水道業 5,225 1.2 5,419 1.2 鉱 業 、 採 石 業 、 砂 利 採 取 業 819 0.2

運 輸 ・ 情 報 通 信 業 9,826 2.2 13,013 2.8 建 設 業 39,363 8.7

卸 売 ・ 小 売 業 54,189 12.1 52,399 11.4 電気・ガス・熱供給・水道業 5,614 1.2

金 融 ・ 保 険 業 23,923 5.3 23,206 5.1 情 報 通 信 業 4,170 0.9

不 動 産 業 51,625 11.5 56,302 12.3 運 輸 業 、 郵 便 業 12,123 2.7

各 種 サ ー ビ ス 業 65,440 14.6 65,862 14.3 卸 売 業 、 小 売 業 50,028 11.1

地 方 公 共 団 体 34,677 7.8 35,037 7.6 金 融 業 、 保 険 業 8,123 1.8

そ の 他 114,599 25.6 112,902 24.6 不 動 産 業、 物 品 賃 貸 業 66,549 14.7

合 計 447,570 100.0 459,288 100.0 各 種 サ ー ビ ス 業 57,016 12.6

地 方 公 共 団 体 48,667 10.8

そ の 他 108,645 24.0

合 計 452,545 100.0

（注）日本標準産業分類の改訂（平成19年11月）に伴い、平成22年3月期から業種の表示を一部変更しております。
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　資産の査定は、「金融機能の再生のための緊急措置に関する法律」（平成10年法律第132号）第6条に基づき、当行の貸借対照表の社債（当該社債を有する金融
機関がその元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証しているものであって、当該社債の発行が金融商品取引法（昭和23年法律第25号）第2条第3
項に規定する有価証券の私募によるものに限る。）、貸出金、外国為替、その他資産中の未収利息及び仮払金、支払承諾見返の各勘定に計上されるもの並びに貸
借対照表に注記することとされている有価証券の貸付けを行っている場合のその有価証券（使用貸借又は賃貸借契約によるものに限る。）について債務者の財
政状態及び経営成績等を基礎として次のとおり区分するものであります。

［単位：百万円、％］

区　　分
平成21年3月期 平成22年3月期

残　高 構成比 残　高 構成比

設備資金 195,296 42.5 195,536 43.2
運転資金 263,992 57.5 257,009 56.8
合 計 459,288 100.0 452,545 100.0

貸出金使途別残高 

貸出金担保別残高 ［単位：百万円］

種　　類 平成21年3月期 平成22年3月期

有 価 証 券 470 442
債 権 15,074 14,296
商 品 — —
不 動 産 113,752 112,785
そ の 他 309 99

計 129,606 127,623
保 証 245,617 224,943
信 用 84,064 99,978
合 計 

（うち劣後特約付貸出金）
459,288

（　　—）
452,545

（　　—）

支払承諾見返担保別残高 ［単位：百万円］

種　　類 平成21年3月期 平成22年3月期

有 価 証 券 0 0
債 権 102 111
商 品 — —
不 動 産 968 839
そ の 他 5 4

計 1,076 956
保 証 4,886 4,190
信 用 53 56
合 計 6,016 5,203

貸倒引当金残高  ［単位：百万円］

区　　分 平成21年3月期 平成22年3月期

一 般 貸 倒 引 当 金 1,202 1,238
個 別 貸 倒 引 当 金 2,875 3,793
合 計 4,077 5,031

貸倒引当金前期比増減 ［単位：百万円］

区　　分 平成21年3月期
（前期比増減）

平成22年3月期
（前期比増減）

一 般 貸 倒 引 当 金 △418 36
個 別 貸 倒 引 当 金 135 918
合 計 △283 954

貸出金償却額   ［単位：百万円］

平成21年3月期 平成22年3月期

貸 出 金 償 却 771 241

リスク管理債権 

［単位：百万円］

　銀行法及び銀行法施行規則に基づき「破綻先債権」「延
滞債権」「3ヵ月以上延滞債権」及び「貸出条件緩和債権」
をリスク管理債権として開示しております。

区　　分 平成21年3月期 平成22年3月期

破 綻 先 債 権 額 2,473 2,454
延 滞 債 権 額 11,577 12,393
3ヵ 月 以 上 延 滞 債 権 額 264 418
貸 出 条 件 緩 和 債 権 額 561 931
合 計 14,877 16,198

「破綻先債権」とは、未収利息を資産不計上とすることが認められる貸出金のうち、
会社更生法等の法的手続きがとられている債務者や、手形交換所において取引停止
処分を受けた債務者に対する貸出金のことです。

「延滞債権」とは、6ヵ月以上利息の支払いが停止している貸出金等、未収利息を資
産不計上とすることが認められている貸出金のうち、次の2つを除いた貸出金のこと
です。

（1）「破綻先債権」に該当する貸出金。
（2）「金利棚上げ」により未収利息を資産不計上とした貸出金。
「3ヵ月以上延滞債権」とは、元金又は利息の支払が、約定支払日の翌日から3月以
上遅延している貸出金で、破綻先債権及び延滞債権に該当しないものです。

「貸出条件緩和債権」とは、債務者の経営再建または支援をはかることを目的として、
金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利と
なる取り決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債権及び3ヵ月以上延滞債権に該当
しないものです。

（注） 

［単位：百万円］

区　　分
平成21年3月期 平成22年3月期

債 権 額
A

担保等による保全額
B

貸倒引当金
C

保 全 率
（B+C）／A

債 権 額
A

担保等による保全額
B

貸倒引当金
C

保 全 率
（B+C）／A

破産更生債権及びこれらに準ずる債権 9,167 7,010 2,157 100.00% 9,182 5,994 3,187 100.00%
危 険 債 権 4,943 4,069 704 96.57% 5,763 4,940 591 95.99%
要 管 理 債 権 826 446 89 64.90% 1,350 643 146 58.49%

小　　計 14,937 11,526 2,951 96.92% 16,296 11,578 3,926 95.14%
正 常 債 権 451,814 442,824
合 計 466,752 459,121

1.「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権をい
います。

2.「危険債権」とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権をいいます。
3.「要管理債権」とは、3ヵ月以上延滞債権及び貸出条件緩和債権をいいます。
4.「正常債権」とは、債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がないものとして、上記1から3までに掲げる債権以外のものに区分される債権をいいます。

（注） 

1. 

2.

3.

4.

金融再生法に基づく債権区分の開示 
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